
新 潟 産 業 大 学 学 則  

 

                                              制定 昭和 61 年７月 15 日  

 

 

第１章  総    則  

 

  （目的）  

第１条 新潟産業大学（以下「本学」という。）は、教育基本法及び学校教育法の  

定めるところにより、学術の教育研究を行うとともに、高度な専門知識と応用  

能力の涵養に努め、併せて、広い視野で思考できる豊かな教養と高い道徳を身  

につけた、地域社会に有為な人材を育成する。  

 

（自己点検、評価）  

第２条 本学は、教育研究の向上を図り、前条の目的を達成するため、教育研究、  

管理運営等について自己点検・評価を行う。  

２ 自己点検・評価については、別に定める新潟産業大学自己点検・評価に関す  

る規程による。  

 

 （名称）  

第３条 本学は、新潟産業大学と称する。  

 

 （所在地）  

第４条 本学は、新潟県柏崎市大字軽井川４７３０番地に置く。  

 

 

第２章  学部、学科、大学院、通信教育部、収容定員及び修業年限  

 

 （学部、学科）  

第５条 本学に次の学部及び学科を置く。  

         経済学部 経済経営学科  

            文化経済学科  

２ 経済学部の目的は次のとおりとする。  

  幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性を身に付け、経済学、経営学、  

文化経済学の学問分野を柱として、地域及び社会、経済の課題に取り組む実践的  

な教育研究を行い、その成果を活かすことのできる人材を育成する。  

３ 学科の人材養成の目的は、次のとおりとする。  

 １．経済経営学科  

   幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性を身に付け、経済学と経  

営学の教育を通して社会人としての経済理解と社会理解を涵養し、地域経済や  

企業のおかれている状況を判断する能力と、経営を遂行するための実務能力、  

課題解決のための立案能力をもった人材を養成する。  
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 ２．文化経済学科  

   幅広く深い教養及び主体的な判断力と豊かな人間性を身に付け、文化経済学  

の観点から日本や諸外国のさまざまな文化を文化的財として捉え、新たな文化  

産業の可能性、さらには地域経済や地域社会の再生、発展について、企業・非  

営利組織・行政等の関連を視野に、理論的かつ実践的に追究しうる能力をもっ  

た人材を養成する。  

 

 （大学院）  

第５条の２ 本学に大学院を置く。  

２ 大学院に関する事項は、新潟産業大学大学院学則で定める。  

 

 （通信教育部）  

第５条の３ 本学に通信教育部を置く。  

２ 通信教育に関する事項は、新潟産業大学通信教育部規程で定める。  

 

 （収容定員）  

第６条 本学の収容定員は次のとおりである。  

学  部  学  科  入学定員  収容定員  

経済学部  
経済経営学科  ８０名  ３２０名  

文化経済学科  ６０名  ２４０名  

 

 （修業年限及び在学年数）  

第７条 本学の修業年限は４年とする。  

２ 学生は、８年を超えて在学することはできない。  

 

 

                  第３章  学年、学期及び休業日  

 

  （学年）  

第８条 学年は４月１日に始まり、翌年３月 31 日に終る。ただし、秋学期入学  

 生については、10 月１日に始まり、翌年９月 30 日に終る。  

 

  （学期）  

第９条 学年を２学期に分けて、次のとおりとする。  

        春学期    ４月１日から９月 30 日まで  

        秋学期     10 月１日から翌年３月 31 日まで  

 

  （休業日）  

第 10 条 休業日は次のとおりとする。  

  １．土曜日、日曜日  

  ２．国民の祝日に関する法律に規定する休日  
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  ３．本学の創立記念日   （６月２日）  

  ４．夏季休業日 ７月 25 日から９月 15 日まで  

  ５．冬季休業日   12 月 25 日から１月７日まで  

  ６．春季休業日 ３月 20 日から４月４日まで  

２ 学長は、必要ある場合には、前項の休業日を臨時に変更し、又は同項に定  

 めるもののほか、臨時に休業日を定めることができる。  

 

 

                  第４章  教育課程及び履修方法  

 

 （授業科目及び単位数）  

第 11 条 本学において開設する授業科目及び単位数は、別表（一）に定めると  

 ころによる。  

 

（授業の方法）  

第 11 条の 2 授業は、講義、演習、実習若しくは実技のいずれかにより又は併用によ

り行うものとする。  

２ 前項の授業は、文部科学大臣が定めるところにより、多様なメディアを高度に利

用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。  

 

  （単位の計算方法）  

第 12 条 授業科目の単位は次の基準による。  

 １．講義及び演習については、毎週１時間１５週の講義をもって１単位とする。  

  ２．実習及び実技の授業については、毎週２時間１５週をもって１単位とする。  

 

  （履修方法）  

第 13 条 本学を卒業するに必要な最低単位及び履修方法は、別表（二）に定めると

ころによる。  

２ 前項に規定する卒業に必要な単位のうち、第 11 条の 2 第 2 項の授業の方法によ

り修得する単位数は 60 単位を超えないものとする。  

 

第 14 条   削除  

 

  （学芸員課程）  

第 15 条   博物館法（昭和 26 年法律第 285 号）及び博物館法施行規則（昭和 30 年文  

部省令第 24 号）の規定により、学芸員の資格を得ようとするもののために学芸員

課程を置く。  

２ 学芸員課程に関し必要な事項は別に定める。 

 

  （規程への委任）  

第 16 条   前５条に規定するもののほか、教育課程及び履修方法等に関し必要な事項  

 は、学長が別に定める。  
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                  第５章  単位修得、卒業及び学位  

 

 （単位の授与）  

第 17 条 履修科目の成績が合格と評価された者には、その科目の所定の単位を  

与える。  

２ 成績評価の方法は筆記試験、論文、その他の方法によるものとする。  

３ 前各項に規定するもののほか、本学が教育上有益と認めた学修による単位  

修得の認定に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 （成績の評価）  

第 18 条 成績評価の評語及び評価点は、Ｓ（90 点～100 点）、Ａ（80 点～89 点）、

Ｂ（70 点～79 点）、Ｃ（60 点～69 点）、Ｄ（40 点～59 点）、Ｅ（39 点以下）と  

し、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格とし、Ｄ・Ｅを不合格とする。  

２ 前条第 3 項の規定により、単位を認定された場合の成績の評語はＴとする。  

 

  （卒業）  

第 19 条 大学に４年以上在学し、第 13 条の規定による所定の単位数を修得した  

者については、経済学部教授会の議を経て学長が卒業を認定する。ただし、別  

に定める特別な場合、学長は卒業を延期することができる。  

 

 （学位の授与）  

第 20 条   前条により卒業を認定した者に、学長は学士の学位を授与する。    

２   学位及び学位の授与等に関する必要な事項は、別に定める新潟産業大学学位 

規程による。 

 

 

第６章  入学、休学、復学、退学及び除籍  

 

  （入学の時期）  

第 21 条   入学の時期は、学年の始めとする。ただし、特に必要と認めた場合、  

 学期の区分に従い入学することができる。  

 

 （入学資格）  

第 22 条   本学に入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する資  

格を有する者でなければならない。  

  １．高等学校又は中等教育学校を卒業した者  

  ２．通常の課程による 12 年の学校教育を修了した者（通常の課程以外の課程  

によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。）  

  ３．外国において学校教育における 12 年の課程を終了した者又はこれに準ず  

る者で文部科学大臣の指定した者  

  ４．文部科学大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定  

  した在外教育施設の当該課程を修了した者  
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  ５．文部科学大臣の定めるところにより、第２号と同等以上の学力があると認  

  められた者  

６．本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等  

以上の学力があると認めた者で 18 歳に達した者  

 

  （入学志願の手続）  

第 23 条   入学を志願する者は、入学願書に所定の入学検定料及び別に定める書  

  類を添えて、所定の期間内に学長に願い出なければならない。  

 

 （入学者の選考）  

第 24 条   入学を志願する者には、別に定めるところにより選考を行う。  

 

 （入学手続及び入学許可）  

第 25 条 前条の選考の結果にもとづき合格の通知を受けた者は、指定の期日ま  

 でに、所定の書類に添えて、入学金、授業料その他の学納金を納付しなければ  

 ならない。  

２ 学長は、前項の入学手続を完了した者に対し、入学を許可する。  

 

  （在学保証書）  

第 26 条 入学を許可された者は、保証人連署の在学保証書を提出しなければな  

 らない。保証人は父母又は成人の親族とする。  

 

 （保証人の変更）  

第 27 条 保証人を変更するとき又は保証人が住所を変えたときは、直ちにその  

 届出をしなければならない。  

 

  （休学）  

第 28 条 疾病その他の事由により、引続き３カ月以上修学することができない  

 者は、保証人連署の休学願を学長に提出し、学長の許可を得て、休学するこ  

とができる。  

２ 疾病のため特に必要と認めた者については、学長は、休学を命ずることが  

 できる。  

３   学納金を所定の納期までに納付しない者に対し、学長は休学を命ずること  

ができる。  

 

 （休学期間）  

第 29 条 休学は、引続き１年を超えることができない。ただし、特別の理由が  

 ある者については、学長の許可を得て、更に１年を限度として引続き休学する  

ことができる。  

２ 休学期間は、通算して４年を超えることができない。  

３ 休学期間は、在学年数に算入しない。  
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 （復学）  

第 30 条 休学者が復学しようとするときは、復学願を提出して、学長の許可を  

 得なければならない。  

２ 復学は、学期の始めからとする。  

 

 （退学）  

第 31 条 退学しようとする者は、その事由を明らかにし、保証人連署のうえ    

 退学願を提出して、学長の許可を得なければならない。  

 

 （除籍）  

第 32 条 次の各号のいずれかに該当する者は、経済学部教授会の議を経て学長が  

除籍する。  

 １．休学期間が満了し復学の見込のない者  

 ２．授業料その他の学納金の納付を怠り、催促を受けてもなお納付しない者  

 ３．第７条第２項に定める在学年数を超えた者  

 ４．死亡又は長期間にわたり行方不明の者  

 

  （規程への委任）  

第 33 条   前５条に規定するもののほか、休学、復学、退学及び除籍に関し必要  

 な事項は、学長が別に定める。  

 

 

第７章  再入学、転入学、編入学、転学、転学科、転籍及び留学  

 

 （再入学）  

第 34 条 正当な事由で退学した者が再入学を願い出たときは、選考のうえ学長  

が許可することができる。この場合には、既に履修した授業科目の全部又は  

一部について、学長が再履修を命ずることができる。  

２ 除籍された者が再入学を願い出たときは、前項に準ずるものとする。  

３ 再入学を許可された者は、所定の入学金を納付しなければならない。  

４ 再入学の許可は、退学又は除籍後２年以内のものに限って行なわれる。  

   

 （転入学）  

第 35 条 他大学から本学に転入学を志願する者があるときは、定員に余裕が  

 ある場合に限り、選考のうえ学長が許可することができる。  

２ 転入学を許可された者の既修得単位等の認定は、経済学部教授会の議を経て  

 学長が行う。  

 

 （編入学）  

第 36 条   本学に編入学を志願する者があるときは、定員に余裕がある場合に  

限り、学長は選考のうえ、経済学部教授会の議を経て相当年次への入学を許可す  

ることができる。  
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２ 本学に編入学を志願する者の既修得単位等の認定については、学長が別に  

定める。  

 

 （転学）  

第 37 条 本学から他の大学に転学を志望する者は、学長の許可を得なければな  

 らない。  

 

 （転学科）  

第 38 条   本学経済学部経済経営学科、文化経済学科において、１年次又は２年  

 次修了者で、他学科の２年次又は３年次へ転学科を志願する者があるときは、  

定員に余裕がある場合に限り、選考のうえ学長が許可する。  

２ 転学科の選考等については、学長が別に定める。  

 

 （転籍）  

第 38 条の 2 本学通学課程の経済学部経済経営学科及び文化経済学科から通信教育

課程に転籍を志願する者、又は通信教育課程から本学通学課程の経済学部経済経営

学科及び文化経済学科へ転籍を志願する者があるときは、原則として定員に余裕が

ある場合に限り、選考のうえ学長が許可する。  

２ 転籍の選考等については、学長が別に定める。  

 

 （留学）  

第 39 条 外国の大学に留学しようとする学生は、学長の許可を得なければなら  

 ない。  

２ 前項の許可を得て留学した期間は、第７条第１項に定める修業年限に算入  

 する。  

 

 （規程への委任）  

第 40 条   前６条に規定するもののほか、再入学、転入学、編入学、転学、転学  

 科、転籍及び留学に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 

                  第８章  学納金及び入学検定料  

 

 （学納金及び入学検定料）  

第 41 条   学納金の種類、金額及び入学検定料は、別表（三）に定めるところに  

 よる。  

 

  （学納金の納期）  

第 42 条 入学金以外の学納金は、年額を分割して、次の納期に所定額を納付し  

 なければならない。ただし、入学時の学納金は、入学手続に定める指定期日  

 とする。  
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    春季納期  ４月１日より４月 20 日まで  

    秋季納期  10 月１日より 10 月 20 日まで  

 

２ 前項の定めは、年額を一括して入学学期の納期に納付することをさまたげ  

 ない。  

３ 入学金は、入学手続に定める指定期日に全額を納付しなければならない。  

 

 （休学中の学納金）  

第 43 条 休学者については、休学期間中に納期の到来する授業料、施設設備資金 

及び教育充実費を免除する。 

２ 前項により免除される授業料、施設設備資金及び教育充実費を既に納付した 

休学者に対しては、その授業料、施設設備資金及び教育充実費を還付する。  

３ 第 28 条第 1 項により休学する者は、休学が許可になった日から１週間以  

内に、つぎの休学在籍料を納付しなければならない。ただし、特別な事情が  

ある場合、休学在籍料を半額減免することができる。この半額減免の許可は、  

経済学部教授会の議を経て学長が行う。  

休学在籍料（休学期間が１学期につき） ２０，０００円  

   

（学納金の不還付）  

第 44 条 既納の入学検定料、入学金、授業料その他の学納金は、前条第 2 項の  

  場合及び学納金納入後に「新潟産業大学学費軽減規程」による軽減が決定し  

  た場合を除き、いかなる事情があっても還付しない。ただし、入学手続に定  

  める指定期日までに、返還の申請手続を行なった場合は、授業料その他の学  

  納金を還付する。  

 

 

第９章  教職員組織、教授会及び学長・副学長等会議  

 

 （教職員）  

第 45 条   本学に学長並びに専任の教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員、  

教務職員及び技能労務職員、その他の職員を置く。  

２ 前項のほか、本学に副学長及び学長補佐を置くことができる。  

３ 本学の学部に学部長を、附属図書館に図書館長を、附属研究所に研究所長  

 を、生涯学習センターにセンター長を、国際センターにセンター長を置き、  

 事務局に事務局長を置く。  

 

  （客員教員及び客員研究員）  

第 46 条   本学に客員教員及び客員研究員を置くことができる。  

２ 客員教員及び客員研究員に関し必要な事項は、別に定める。  

 

 （教授会）  

第 47 条 本学に経済学部教授会を置く。  
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２ 経済学部教授会は、学長が教育研究に関する重要な事項について決定するに  

あたり、意見を述べることとする。  

３ 経済学部教授会は、学長及び経済学部長等がつかさどる教育研究に関する事  

項について審議し、学長及び経済学部長等の求めに応じ、意見を述べることが  

できる。  

 

第 48 条   削除  

 

第 49 条   削除  

 

  （教授会規程）  

第 50 条   経済学部教授会に関する規程は、学長が別に定める。  

 

第 51 条   削除  

 

第 52 条   削除  

 

第 53 条   削除  

 

  （学長・副学長等会議）  

第 54 条   本学に、大学運営に関する重要事項を協議するために、学長・副学  

長等会議を置く。  

２ 学長・副学長等会議は、学長、副学長、学長補佐、大学事務局長を委員と  

して構成し、学長がこれを招集して、その議長となる。  

 

  （学長・副学長等会議規程）  

第 55 条   学長・副学長等会議に関する規程は、学長が別に定める。  

 

 

第 10 章  図書館その他附属施設  

 

 （附属図書館）  

第 56 条 本学に附属図書館を置く。  

２ 附属図書館に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 （附属柏崎研究所）  

第 57 条 本学に附属柏崎研究所を置く。  

２ 附属柏崎研究所に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

（地域連携センター）  

第 58 条 本学に新潟産業大学地域連携センターを置く。  

２ 新潟産業大学地域連携センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。  
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 （地域イノベーション研究センター）  

第 58 条の 2 本学に新潟産業大学地域イノベーション研究センターを置く。  

２ 新潟産業大学地域イノベーション研究センターに関し必要な事項は、学長が別に

定める。  

 

 （国際センター）  

第 59 条 本学に新潟産業大学国際センターを置く。  

２ 新潟産業大学国際センターに関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 

第 11 章  公開講座及び聴講講座  

 

 （公開講座及び聴講講座）  

第 60 条 学長は、経済学部教授会の議を経て公開講座を開設することができる。  

２ 学長は、経済学部教授会の議を経て聴講講座を開設することができる。  

３ 公開講座及び聴講講座においては、受講者に単位を与えない。  

 

 

第 12 章  学生宿舎その他厚生施設  

 

  （学生宿舎）  

第 61 条 本学に学生宿舎を置くことができる。  

２ 学生宿舎に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 

第 13 章  賞   罰  

 

 （表彰）  

第 62 条 学生として表彰に価する行為があったときは、経済学部教授会の議を  

経て、学長がこの者を表彰する。  

 

 （懲戒）  

第 63 条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為があったと  

 きは、  経済学部教授会の議を経て、学長がこの者を懲戒する。  

２ 懲戒の種類は、訓告、停学及び退学とする。  

３ 前項の退学は、次の各号の一に該当する者に対し行われる。  

 １．性行不良で改善の見込がないと認められる者  

  ２．正当な事由がなくて出席常でない者  

 ３．学力劣等で成業の見込がないと認められる者  

４．本学の秩序を乱しその他学生としての本分に著しく反した者  
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第 14 章  科目等履修生、特別聴講学生、研究生、外国人留学生  

及び長期履修学生  

 

  （科目等履修生）  

第 64 条 本学の学生以外の者が、特定の授業科目について履修することを志望  

 するときは、本学の教育研究に支障のない限り、選考のうえ、学長は科目等  

履修生として入学を許可し、単位を与えることができる。  

２ 科目等履修生に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

  （特別聴講学生）  

第 65 条 本学の学生以外の者が、単位互換協定等に基づき、特定の授業科目に  

 ついて履修することを志望するときは、本学の教育研究に支障のない限り、  

学長は特別聴講学生として受け入れることができる。  

２ 特別聴講学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

  （研究生）  

第 66 条 本学において、特定の専門事項につき研究することを志望する者が  

 あるときは、本学の教育研究に支障がない限りにおいて、選考のうえ、学  

長は研究生として入学を許可することがある。  

２ 研究生に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 （外国人留学生）  

第 67 条   日本の大学で教育を受けることを目的として入国し、本学に入学を    

 志願する者があるときは、試験その他の選考のうえ、学長は外国人留学生と  

して入学を許可することができる。  

２ 外国人留学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 （長期履修学生）  

第 68 条 本学が行う入学試験に合格した者で、職業を有している等の事情に  

 より、修業年限及び在学年数を超えて一定期間計画的に本学の教育課程の  

履修を希望する者があるときは、本学の教育研究に支障がない限りにおいて、  

審査の上、学長は長期履修学生として入学を許可することができる。  

２ 長期履修学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。  

 

 

第 15 章  学  則  の  改  正  

 

（学則改正）  

第 69 条 本学則の改正は、経済学部教授会の議を経て、学長が決定する。  

 

   附 則  

１ この学則は、昭和 63 年４月１日から施行する。  
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２ 第５条に定める学生の定員総数は、同条の規定にかかわらず、昭和 63 年度  

 から昭和 65 年度までは、次のとおりとする。  

年  度  ６３年度  ６４年度  ６５年度  

定員総数  ２００名  ４００名  ６００名  

       

   附 則  

   この学則は、平成元年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成元年 12 月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成２年 10 月１日から施行する。  

 

      附 則  

１ この学則は、平成３年４月１日から施行する。  

２ 第５条に定める入学定員は、同条の規定にかかわらず、平成３年度から    

 平成 11 年度までは、次のとおりとする。  

学  科  入学定員  

経済学科  ３００名  

 

      附 則  

    この学則は、平成３年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

１ この学則は、平成４年４月１日から施行する。  

２ 第 16 条は、平成４年３月 18 日から適用する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成４年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成５年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成５年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

１ この学則は、平成６年４月１日から施行する。  

２ 第５条に定める人文学部環日本海文化学科の収容定員は、同条の規定にか  

 かわらず、平成６年度から平成８年度までは、次のとおりとする。  
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年  度  平成６年度  平成７年度  平成８年度  

収容定員  １５０名  ３００名  ４５０名  

      

   附 則  

    この学則は、平成６年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成７年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成７年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成８年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成９年７月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 10 年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 11 年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 11 年 11 月 24 日から施行する。  

 

      附 則  

１ この学則は、平成 12 年４月１日から施行する。  

２ 第５条に定める経済学部経済学科の入学定員は、同条の規定にかかわらず  

  平成 12 年度から平成 15 年度までは、次のとおりとする。  

年  度  平成 12 年度  平成 13 年度  平成 14 年度  平成 15 年度  

入学定員  ２９０名  ２８０名  ２７０名  ２６０名  

３ 第５条に定める経済学部経済学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず  

  平成 12 年度から平成 18 年度までは、次のとおりとする。  

年  度  平成 12 年度  平成 13 年度  平成 14 年度  平成 15 年度  

収容定員  1,190 名  1,170 名  1,140 名  1,100 名  

年  度  平成 16 年度  平成 17 年度  平成 18 年度  
 

収容定員  1,060 名  1,030 名  1,010 名  

     

   附 則  

   この学則は、平成 12 年７月１日から施行する。  
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      附 則  

    この学則は、平成 13 年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 13 年９月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 14 年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 14 年 12 月 18 日から施行する。ただし、第 18 条及び第 31 条  

 第４項の規定は平成 14 年９月１日から適用する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 15 年４月１日から施行する。  

 

    附 則 

１ この学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

２ 第５条に定める経済学部経済学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

 平成１６年度から平成１８年度までは、次のとおりとする。 

年  度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

収容定員 ９９０名 ８９０名 ８００名 

３ 第５条に定める経済学部産業学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

 平成１６年度から平成１８年度までは、次のとおりとする。 

年  度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

収容定員 １００名 ２００名 ３００名 

４ 第５条に定める人文学部地域文化学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

 平成１６年度から平成１８年度までは、次のとおりとする。 

年  度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

収容定員 ５７０名 ５４０名 ５１０名 

 

      附 則  

    この学則は、平成 17 年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

    この学則は、平成 17 年７月１日から施行する。  

 

   附 則  

１ この学則は、平成 18 年４月１日から施行する。  

２ 経済学部経済学科及び人文学部地域文化学科の学生は、この学則の施行後に  

 おいても、なお従前の例による。  

３ 第５条に定める経済学部経済経営学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

平成１８年度から平成２０年度までは、次のとおりとする。 
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年  度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

収容定員 ７００名 ５２０名 ４２０名 

４ 第５条に定める経済学部国際コミュニケーションビジネス学科の収容定員は、 

 同条の規定にかかわらず、平成１８年度から平成２０年度までは、次のとおり 

 とする。 

年  度 平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 

収容定員 ７０名 １４０名 ２１０名 

５ 第５条に定める産業システム学部産業学科の収容定員は、同条の規定にかかわ 

 らず、平成１８年度は、次のとおりとする。 

年  度 平成１８年度 

収容定員 ３００名 

    

附 則  

  この学則は、平成１９年２月１日から施行する。  

 

   附 則  

１   この学則は、平成１９年４月１日から施行する。  

２ 第５条に定める経済学部経済経営学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

平成１９年度から平成２１年度までは、次のとおりとする。  

年  度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

収容定員 ５３０名 ４４０名 ３５０名 

３ 第５条に定める産業システム学部産業学科の収容定員は、同条の規定にかかわ   

 らず、平成１９年度から平成２１年度までは、次のとおりとする。  

年  度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 

収容定員 ３６０名 ３２０名 ２８０名 

 

   附 則  

  この学則は、平成２０年４月１日から施行する。  

 

      附 則  

１ この学則は、平成２１年４月１日から施行する。  

２ 経済学部国際コミュニケーションビジネス学科及び産業システム学部産業学科  

の学生は、この学則の施行後においても、なお従前の例による。  

３ 第６条に定める経済学部文化経済学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、

平成２１年度から平成２３年度までは、次のとおりとする。  

年  度  平成２１年度  平成２２年度  平成２３年度  

収容定員  ７０名  １４０名  ２１０名  

４ 第１８条に定める規定にかかわらず、平成２０年４月１日以前の入学者の成績  

評価については、従前の４段階評価（Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ）とする。  

 

   附 則  

  この学則は、平成２２年４月１日から施行する。  
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      附 則  

  この学則は、平成２３年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

  この学則は、平成２４年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

  この学則は、平成２５年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

  この学則は、平成２６年４月１日から施行する。  

 

   附 則  

１   この学則は、平成２７年４月１日から施行する。  

２ 第６条に定める経済学部経済経営学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、 

平成２７年度から平成２９年度までは、次のとおりとする。  

年  度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

収容定員 ３５０名 ３４０名 ３３０名 

３ 第６条に定める経済学部文化経済学科の収容定員は、同条の規定にかかわらず、   

 平成２７年度から平成２９年度までは、次のとおりとする。  

年  度 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

収容定員 ２７０名 ２６０名 ２５０名 

 

附 則  

  この学則は、平成２８年４月１日から施行する。  

 

附 則  

  この学則は、平成２８年１１月１日から施行する。  

 

附 則  

  この学則は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

附 則  

この学則は、令和元年６月１２日から施行する。  

 

附   則   

この学則は、令和２年４月１日から施行する。  

 

附   則   

この学則は、令和３年４月１日から施行する。  
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附   則   

この学則は、令和４年４月１日から施行する。  

 

附   則   

この学則は、令和６年４月１日から施行する。  

 

附   則   

この学則は、令和７年４月１日から施行する。  
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別表（一）（第11条関係）　　　　　　　　　授　業　科　目　及　び　単　位　数

必
修

選
必

選
択

備考

基礎ゼミナールⅠ １ 春学期 2

大学生活と自己理解Ⅰ １ 春学期 1 「大学生活と自己理解Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

基礎ゼミナールⅡ １ 秋学期 2 　

大学生活と自己理解Ⅱ 1 秋学期 1 「大学生活と自己理解Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

基礎ゼミナールⅢ 2 春学期 2

基礎ゼミナールⅣ 2 秋学期 2

生活数学Ⅰ 1 春学期 2

生活数学Ⅱ 1 秋学期 2

物理と化学 1 秋学期 2

日本語表現 2 春学期 2

キャリアデザインⅠ 1 秋学期 2

キャリアデザインⅡ 2 秋学期 2

新潟の企業を知る 2 秋学期 2 「新潟の企業を知る」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

インターンシップ 3 通年 2

キャリアデザインⅢ 3 秋学期 2

パソコン演習Ⅰ 1 春学期 2 「パソコン演習Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

パソコン演習Ⅱ 1 秋学期 2 「パソコン演習Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

データサイエンス入門 2 秋学期 2

パソコン演習Ⅲ 2 春学期 2 卒業に必要な基礎科目単位数20（但し、社会人学生は0）単位。

パソコン演習Ⅳ 2 秋学期 2 （内、必修科目は8単位。）

英語表現 １ 春学期 2 外国語科目は、母語は履修できない。

英語講読 １ 秋学期 2 日本人学生は同一外国語の中から最低２科目４単位を選択し

英会話 2 春学期 2 必ず修得しなければならない。

基礎韓国語Ⅰ 1 春学期 2

基礎韓国語Ⅱ 1 秋学期 2

基礎韓国語会話 2 春学期 2

韓国語会話 2 秋学期 2

基礎中国語Ⅰ 1 春学期 2

基礎中国語Ⅱ 1 秋学期 2

日本語ⅠＡ １ 春・秋 4 日本語の必修科目は、外国人留学生のみ対象とする

日本語ⅠＢ １ 春・秋 4 必修科目である。

日本語ⅠＣ １ 春・秋 4

日本語ⅡA １ 春・秋 4

日本語ⅡB １ 春・秋 4

日本語Ⅲ 1 春学期 4

日本語演習 1 秋学期 4

日本語上級Ａ ２ 春学期 2

日本語上級Ｂ ２ 秋学期 2

ビジネス日本語 2 秋学期 2

日本文化経済視察研修 1 秋学期 2

外国文化経済視察研修 1 秋学期 2

教
養
科
目

大
学
生
活

基
礎
学
力

キ
ャ
リ
ア
支
援

情
報
基
礎
力

基
礎
科
目

表
現
基
礎
力
・
外
国
語
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基
本
教
育
科
目

グ
ロ
ー

バ
ル

（１）経済学部経済経営学科1 <2025年度（令和7年度）以降入学者対象>

授業科目の名称
授業を行
う年次

授業を行
う開講時
期

単位数

国
際
化
対
応

授
業
科
目
の
概
要



必
修

選
必

選
択

自然科学概論 1 春学期 2

環境科学 1 秋学期 2

法学 １ 春学期 2

社会学 １ 春学期 2

日本国憲法 １ 秋学期 2

男女共同参画社会論 1 秋学期 2

スポーツ実習Ⅰ 1 春学期 1

スポーツ実習Ⅱ 1 秋学期 1

ヘルスサイエンス 1 秋学期 2

スポーツ実習Ⅲ 1 春学期 1

スポーツ実習Ⅳ 1 春学期 1

日本史 1 春学期 2

東アジア理解講座 1 春学期 2

世界史概論 1 秋学期 2 卒業に必要な教養科目の合計修得単位数26単位。

生涯学習概論 1 秋学期 2

日本文化論 1 秋学期 2

心理学 1 秋学期 2

文学 1 春学期 2

哲学 1 春学期 2

デザイン演習Ⅰ 1 春学期 2

デザイン演習Ⅱ 1 秋学期 2

デザイン演習Ⅲ 2 春学期 2

成長実感クラスⅠＡ 1 春学期 1

成長実感クラスⅠＢ 1 秋学期 1

ボランティア演習Ⅰ 1 春学期 2

ボランティア演習Ⅱ 1 秋学期 2

アドバンストクラス演習ⅠA 1 春学期 2

アドバンストクラス演習ⅠB 1 秋学期 2

成長実感クラスⅡＡ 2 春学期 1

成長実感クラスⅡＢ 2 秋学期 1

アドバンストクラス演習ⅡA 2 春学期 2

アドバンストクラス演習ⅡB 2 秋学期 2

成長実感クラスⅢＡ 3 春学期 1

成長実感クラスⅢＢ 3 秋学期 1

アドバンストクラス演習ⅢA 3 春学期 2

アドバンストクラス演習ⅢB 3 秋学期 2

基礎ミクロ経済学 1 春学期 2

基礎マクロ経済学 １ 秋学期 2

統計学 1 春学期 2

経済分析と数学 1 秋学期 2

ミクロ経済学 2 春学期 2

マクロ経済学 2 秋学期 2

統計データ分析演習 2 春学期 2

日本経済史 2 春学期 2

計量経済分析基礎 2 秋学期 2

西洋経済史 2 秋学期 2

労働経済学 2 秋学期 2

アドバンストマクロ経済学 3 春学期 2

計量経済学 3 春学期 2

アジア経済論 3 春学期 2

経済成長論 3 春学期 2 専門教育科目の選択必修科目10単位には、

企業経済学 3 春学期 2 「経済分析と数学」、「日本経済史」、「経営管理論」、

国際経済学 3 春学期 2 「マーケティング論」、「会計学入門」、「銀行・証券・保険論」の

日本経済論 3 春学期 2 中から1科目2単位以上を必ず修得すること。

地方財政論 3 春学期 2 また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から

アドバンストミクロ経済学 3 秋学期 2 選択必修科目として４科目8単位を必ず修得すること。

環境経済学 3 秋学期 2

公共経済学 3 秋学期 2

開発経済学 3 秋学期 2

ゲーム理論 3 秋学期 2

地域経済学 3 秋学期 2

財政学 3 秋学期 2

基
幹
科
目

展
開
科
目

教
養
科
目

自
然

社
会
科
学

（経済学部経済経営学科１）

授業を行
う年次

授業を行
う開講時
期

人
文
科
学

基
礎
科
目

基
幹
科
目

展
開
科
目
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授業科目の名称

学
科
共
通
科
目

経
済
学
系
科
目

単位数

専
門
教
育
科
目



必
修

選
必

選
択

備考

経営学入門 1 春学期 2

企業論 1 秋学期 2 専門教育科目の選択必修科目10単位には、

民法 1 秋学期 2 「経済分析と数学」、「日本経済史」、「経営管理論」、

経営情報論 1 秋学期 2 「マーケティング論」、「会計学入門」、「銀行・証券・保険論」の

情報処理演習Ⅰ 1 秋学期 2 中から1科目2単位以上を必ず修得すること。

中小企業論 2 春学期 2 また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から

会社法 2 春学期 2 選択必修科目として４科目8単位を必ず修得すること。

マーケティング論 2 春学期 2

情報処理演習Ⅱ 2 春学期 2

生成ＡＩと情報倫理 2 春学期 2

リーダーシップ論 2 春学期 2

経営管理論 2 秋学期 2

ビジネス法務 2 秋学期 2

社会調査法 2 秋学期 2

流通システム論 2 秋学期 2

経営組織論 3 春学期 2

人的資源管理 3 春学期 2

経営戦略論 3 春学期 2

商品開発論 3 春学期 2

組織行動論 3 秋学期 2

起業論 3 秋学期 2

ビジネス演習 3 秋学期 2

知的財産論 3 秋学期 2

簿記Ⅰ 1 春学期 2 「簿記Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

簿記Ⅱ 1 秋学期 2 「簿記Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

会計学入門 1 秋学期 2

簿記演習 1 秋学期 2

簿記Ⅲ 2 春学期 2

銀行・証券・保険論 2 春学期 2

金融リテラシー 2 春学期 2

会計学 2 春学期 2

簿記Ⅳ 2 秋学期 2

原価計算論 2 秋学期 2

証券外務 2 秋学期 2

不動産管理論 2 秋学期 2

管理会計論 3 春学期 2

経営分析論 3 春学期 2

金融論 3 春学期 2

財務諸表論 3 秋学期 2

会計監査論 3 秋学期 2

国際金融論 3 秋学期 2

税務会計論 3 秋学期 2

ファイナンシャル・プランニング 3 秋学期 2

地域理解ゼミナールⅠ １ 春学期 2

地域理解ゼミナールⅡ 1 秋学期 2

地域理解ゼミナールⅢ 2 春学期 2

専門ゼミナールⅠ 3 春学期 2 卒業に必要な専門科目単位数68（但し、社会人学生は62）単位

専門ゼミナールⅡ 3 秋学期 2 （内、必修科目は24単位。選択必修科目は、社会人学生が8単位、

専門ゼミナールⅢ 4 春学期 2 社会人学生以外が10単位。）。

専門ゼミナールⅣ 4 秋学期 2 卒業に必要な最低修得単位数は124単位。

展
開
科
目

基
礎
科
目

基
幹
科
目

展
開
科
目

基
礎
科
目

金
融
系
科
目

基
幹
科
目
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（経済学部経済経営学科１）

授業科目の名称
授業を行
う年次

単位数

専
門
教
育
科
目



必
修

選
必

選
択

基礎ゼミナールⅠ １ 2

基礎ゼミナールⅡ １ 2

基礎ゼミナールⅢ ２ 2

基礎ゼミナールⅣ ２ 2

生活数学Ⅰ １ 2

生活数学Ⅱ １ 2

パソコン演習Ⅰ １ 2 「パソコン演習Ⅰ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

パソコン演習Ⅱ １ 2 「パソコン演習Ⅱ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

パソコン演習Ⅲ ２ 2

パソコン演習Ⅳ ２ 2

英語表現A １ 2 外国語科目は、母語は履修できない。

英語表現B １ 2

英語講読A １ 2

英語講読B １ 2

英会話A ２ 2

英会話B ２ 2

英語演習A ３・４ 2

英語演習B ３・４ 2

基礎中国語A １ 2

基礎中国語B １ 2

基礎中国語会話A １ 2

基礎中国語会話B １ 2

中国語会話A ２ 2

中国語会話B ２ 2

中国語演習A ３・４ 2

中国語演習B ３・４ 2

基礎韓国語A １ 2

基礎韓国語B １ 2

基礎韓国語会話A １ 2

基礎韓国語会話B １ 2

韓国語会話A ２ 2

韓国語会話B ２ 2

韓国語演習A ３・４ 2

韓国語演習B ３・４ 2

日本語ⅠA １ 4 日本語の必修科目は、外国人留学生のみ対象とする必修科目である。

日本語ⅠB １ 4

日本語ⅠC １ 4

日本語ⅡA １ 4

日本語ⅡB １ 4

日本語ⅢA ２ 4

日本語ⅢB ２ 4

日本語演習A ２ 4

日本語演習B ２ 4

日本語通訳 ３・４ 2

日本語文章表現 ３・４ 2

キャリアデザインⅠ １ 2 「キャリアデザインⅠ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

キャリアデザインⅡ ２ 2 「キャリアデザインⅡ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

キャリアデザインⅢ ３・４ 2

キャリアデザイン演習Ⅰ １ 2

キャリアデザイン演習Ⅱ ２ 2

キャリアデザイン演習Ⅲ ３・４ 2

ボランティア演習 １ 2

ヘルスサイエンス ２ 2

インターンシップ ３・４ 2

大学生活と危機管理 １ 2

授業を行
う年次

基
本
教
育
科
目

基
礎
科
目

学
習
力

養
成
科
目

思
考
力

養
成
科
目

表
現
力

養
成
科
目

人
間
力
・
社
会
力

養
成
科
目

日本人学生は、日本語以外の同一外国語の中から最低4科目8単位を修得
しなければならない。

卒業に必要な基礎科目（表現力養成科目除く）単位数16（但し、社会人学
生は0）単位（内、必修科目は8単位）。
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別表（一）（第11条関係）　　　　　　　　　授　業　科　目　及　び　単　位　数

備　考

単位数

（２）経済学部経済経営学科2 <2020年度（令和2年度）～2024年度（令和6年度）入学者対象>

授業科目の名称



必
修

選
必

選
択

哲学 １ 2

倫理学 １ 2

心理学 １ 2

自然科学概論 １ 2

教養演習A １ 2

教養演習B １ 2

教養演習C １ 2

教養演習D １ 2
人文地理学Ⅰ １ 2

人文地理学Ⅱ １ 2

地誌 １ 2

政治学 １ 2

法学 １ 2

スポーツ実習A １ 1

スポーツ実習B １ 1

スポーツ実習C １ 1

文学 １ 2

日本文化論 １ 2

日本語概論 １ 2

日本国憲法 １ 2

社会学 １ 2

自然地理学Ⅰ １ 2

自然地理学Ⅱ １ 2

男女共同参画社会論 １ 2

生涯学習概論 １ 2

環境科学 １ 2

観光約款 1 2

旅行業法 1 2

国内旅行実務「国内観光資源」 1 2

国内旅行業実務「運賃・料金」 1 2

旅行業務管理演習 1 2

異文化コミュニケーション １ 2

言語学 １ 2

世界史概論 １ 2

西洋史 １ 2

東洋史 １ 2 2023年度以前入学者適用（2024年度以降入学者は、「東アジア理解講座」を適用）

東アジア理解講座「歴史・文明・自然・環境」 1 2 2024年度以降入学者適用（2023年度以前入学者は、「東洋史」を適用）

基礎ミクロ経済学 １ 2

基礎マクロ経済学 １ 2

統計学Ⅰ １ 2

経済分析のための数学 １ 2

経済学概論 １ 2

経済数学 １ 2

ミクロ経済学Ⅰ ２ 2

ミクロ経済学Ⅱ ２ 2

マクロ経済学Ⅰ ２ 2

マクロ経済学Ⅱ ２ 2

統計学Ⅱ ２ 2

計量経済分析基礎 ２ 2

ミクロ経済学演習 ２ 2

マクロ経済学演習 ２ 2

地域振興論 ２ 2

経済史Ⅰ ２ 2

経済史Ⅱ ２ 2

経済政策論 ２ 2

財政学 ３・４ 2

金融論 ３・４ 2

計量経済学Ⅰ ３・４ 2

計量経済学Ⅱ ３・４ 2

統計データ分析演習 ３・４ 2

環境経済学 ３・４ 2
公共経済学 ３・４ 2

労働経済学 ３・４ 2

国際貿易論 ３・４ 2

地域経済学 ３・４ 2

ゲーム理論 ３・４ 2

卒業に必要な教養科目及び表現力養成科目の合計修得単位数26単位。

経
済
学
系
科
目

展
開
科
目

基
幹
科
目

基
礎
科
目
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（経済学部経済経営学科１）

専
門
教
育
科
目

「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」、又は「マクロ経済学Ⅰ」と「マクロ経済
学Ⅱ」の組み合わせで4単位を修得しなければならない。

「基礎経営学」、「基礎会計学」、「会計学」、「計量経済学分析基礎」、「地域
振興論」、「経済史Ⅰ」の中から、2単位を修得しなければならない。（社会人
学生以外。また、社会人学生以外は、これが3年次進級要件の一つでもあ
る。）

授業科目の名称

基
本
教
育
科
目

教
養
科
目

人
間

理
解
科
目

社
会

理
解
科
目

国
際

理
解
科
目

備　考

授
業
科
目
の
概
要

授業を行
う年次

単位数



必
修

選
必

選
択

企業経済学 ３・４ 2
産業組織論 ３・４ 2
経済学史 ３・４ 2
経済成長論 ３・４ 2
国際金融論 ３・４ 2
開発経済学 ３・４ 2

農業経済学 ３・４ 2

資源経済論 ３・４ 2

地方財政論 ３・４ 2
地方行政論 ３・４ 2

社会保障論 ３・４ 2

日本経済論 ３・４ 2

アジア経済論 ３・４ 2

地域産業論 ３・４ 2

国際経済論 ３・４ 2

企業論 １ 2

基礎経営学
１

2
顧問

基礎広告論 １ 2

基礎会計学 １ 2

会計学 １ 2

簿記Ⅰ １ 2
簿記Ⅱ １ 2
簿記演習Ⅰ １ 2
経営学概論 １ 2
中小企業論 ２ 2
ビジネス演習 ２ 2
リーダーシップ論 ２ 2
経営管理論 ２ 2
社会調査法 ２ 2
流通システム論 ２ 2
マーケティング論 ２ 2
経営情報論 ２ 2
簿記Ⅲ ２ 2
簿記Ⅳ ２ 2
簿記演習Ⅱ ２ 2
経営戦略論 ３・４ 2

経営組織論 ３・４ 2

経営品質 ３・４ 2

組織行動論 ３・４ 2

国際経営論 ３・４ 2

起業論 ３・４ 2

人的資源管理論 ３・４ 2

貿易実務 ３・４ 2

商品開発論 ３・４ 2

原価計算論Ⅰ ３・４ 2

原価計算論Ⅱ ３・４ 2

会計監査論 ３・４ 2

管理会計論 ３・４ 2

財務諸表論 ３・４ 2

税務会計論 ３・４ 2

ファイナンシャル・プランニング ３・４ 2

消費者行動論 ３・４ 2

マーケティング調査 ３・４ 2

意思決定論 ３・４ 2

経営分析論 ３・４ 2

オペレーションズ・リサーチ ３・４ 2

展
開
科
目

経
済
学
系
科
目

授業科目の名称

（経済学部経済経営学科１）
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目
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授業を行
う年次

単位数
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基
幹
科
目

展
開
科
目

次の２通りのどちらかの8単位を修得しなければならない。
1　「財政学」、「金融論」、「統計データ分析演習」、「環境経済学」、「労働経
済学」、「企業経済学」、「産業組織論」、「資源経済論」、「国際経済論」の中
から4単位。「経済学史」、「計量経済学Ⅰ」、「計量経済学Ⅱ」、「公共経済
学」、「国際貿易論」、「ゲーム理論」、「経済成長論」、「国際金融論」、「日本
経済論」の中から4単位、又は「地域経済学」、「開発経済学」、「農業経済
学」、「地方財政論」、「地方行政論」、「社会保障論」、「アジア経済論」、「地
域産業論」の中から4単位。
2　「起業論」、「国際経営論」、「貿易実務」、「経営品質」、「人的資源管理
論」、「知的財産論」、「ビジネス法務Ⅰ」、「ビジネス法務Ⅱ」、「情報処理演
習Ⅱ」、「マーケティング調査」、「意思決定論」の中から4単位。「経営戦略
論」、「経営組織論」、「組織行動論」、「商品開発論」、「管理会計論」、「企業
経済学」、「環境経済学」、「ゲーム理論」、「オペレーションズ・リサーチ」、
「経営分析論」、「消費者行動論」の中から4単位、又は「財務諸表論」、「原
価計算論Ⅰ」、「原価計算論Ⅱ」、「管理会計論」、「金融論」、「会計監査
論」、「税務会計論」、「ファイナンシャル・プランニング」、「経営分析論」の中
から4単位。



必
修

選
必

選
択

情報処理概論 １ 2

民法Ⅰ ２ 2

民法Ⅱ ２ 2

会社法Ⅰ ２ 2

会社法Ⅱ ２ 2

福祉住環境論 ２ 2

情報処理演習Ⅰ ２ 2

情報処理演習Ⅱ ３・４ 2

ビジネス法務Ⅰ ３・４ 2

ビジネス法務Ⅱ ３・４ 2

知的財産論 ３・４ 2

地域理解ゼミナールⅠ １ 2

地域理解ゼミナールⅡ １ 2

地域理解ゼミナールⅢ ２ 2

地域理解ゼミナールⅣ ２ 2

ゼミナールⅠ ３ 2

ゼミナールⅡ ３ 2

ゼミナールⅢ ４ 2

ゼミナールⅣ ４ 2
卒業に必要な最低修得単位数は124単位。
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授
業
科
目
の
概
要

授業を行
う年次

単位数

専
門
教
育
科
目

卒業に必要な専門科目単位数68（但し、社会人学生は62）単位（内、必修
科目は20単位。選択必修科目は、社会人学生が12単位、社会人学生以外
が14単位。）。

専
門
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
科
目

関
連
科
目

授業科目の名称

（経済学部経済経営学科１）

備　考



別表（一）（第11条関係）　　　　　　　　　授　業　科　目　及　び　単　位　数

必
修

選
必

選
択

備　考

基礎ゼミナールⅠ １ 春学期 2

大学生活と自己理解Ⅰ １ 春学期 1 「大学生活と自己理解Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

基礎ゼミナールⅡ １ 秋学期 2 　

大学生活と自己理解Ⅱ 1 秋学期 1 「大学生活と自己理解Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

基礎ゼミナールⅢ 2 春学期 2

基礎ゼミナールⅣ 2 秋学期 2

生活数学Ⅰ 1 春学期 2

生活数学Ⅱ 1 秋学期 2

物理と化学 1 秋学期 2

日本語表現 2 春学期 2

キャリアデザインⅠ 1 秋学期 2

キャリアデザインⅡ[自己分析] 2 秋学期 2

新潟の企業を知る 2 秋学期 2 「新潟の企業を知る」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

インターンシップ 3 通年 2

キャリアデザインⅢ 3 秋学期 2

パソコン演習Ⅰ[WORD] 1 春学期 2 「パソコン演習Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

パソコン演習Ⅱ[EXCEL基礎] 1 秋学期 2 「パソコン演習Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

データサイエンス入門 2 秋学期 2

パソコン演習Ⅲ[EXCEL応用] 2 春学期 2 卒業に必要な基礎科目単位数20（但し、社会人学生は0）単位。

パソコン演習Ⅳ[データベース] 2 秋学期 2 （内、必修科目は8単位。）

英語表現 １ 春学期 2 外国語科目は、母語は履修できない。

英語講読 １ 秋学期 2 日本人学生は同一外国語の中から最低２科目４単位を選択し

英会話 2 春学期 2 必ず修得しなければならない。

基礎韓国語Ⅰ 1 春学期 2

基礎韓国語Ⅱ 1 秋学期 2

基礎韓国語会話 2 春学期 2

韓国語会話 2 秋学期 2

基礎中国語Ⅰ 1 春学期 2

基礎中国語Ⅱ 1 秋学期 2

日本語ⅠＡ １ 春・秋 4 日本語の必修科目は、外国人留学生のみ対象とする必修科目である。

日本語ⅠＢ １ 春・秋 4

日本語ⅠＣ １ 春・秋 4

日本語ⅡA １ 春・秋 4

日本語ⅡB １ 春・秋 4

日本語Ⅲ 1 春学期 4

日本語演習 1 秋学期 4

日本語上級Ａ ２ 春学期 2

日本語上級Ｂ ２ 秋学期 2

ビジネス日本語 2 秋学期 2

日本文化経済視察研修 1 秋学期 2

外国文化経済視察研修 1 秋学期 2

（経済学部文化経済学科１）

単位数

授
業
科
目
の
概
要

基
本
教
育
科
目
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現
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礎
力
・
外
国
語

グ
ロ
ー

バ
ル

基
礎
科
目

キ
ャ
リ
ア
支
援

基
礎
学
力

情
報
基
礎
力

（3）経済学部文化経済学科1 <2025年度（令和7年度）以降入学者対象>

授業科目の名称
授業を行
う年次

授業を行
う開講時
期

国
際
化
対
応

教
養
科
目

大
学
生
活



必
修

選
必

選
択

備　考

自然科学概論 1 春学期 2

環境科学[エネルギー問題] 1 秋学期 2

法学 １ 春学期 2

社会学 １ 春学期 2

日本国憲法 １ 秋学期 2

男女共同参画社会論 1 秋学期 2

スポーツ実習Ⅰ[陸上] 1 春学期 1

スポーツ実習Ⅱ[卓球・バドミントン] 1 秋学期 1

ヘルスサイエンス 1 秋学期 2

スポーツ実習Ⅲ[ソフトボール] 1 春学期 1

スポーツ実習Ⅳ[サッカー] 1 春学期 1

日本史 1 春学期 2

日本文化論 1 秋学期 2

東アジア理解講座[歴史・文明・自然・環
境]

1 春学期 2

世界史概論 1 秋学期 2 卒業に必要な教養科目の合計修得単位数26単位。

生涯学習概論 1 秋学期 2

心理学 1 秋学期 2

文学 1 春学期 2

哲学 1 春学期 2

デザイン演習Ⅰ[チラシ・ポスター] 1 春学期 2

デザイン演習Ⅱ[広報誌] 1 秋学期 2

デザイン演習Ⅲ[動画制作] 2 春学期 2

基礎ミクロ経済学 1 春学期 2

経営学入門 1 春学期 2
簿記Ⅰ 1 春学期 2

基礎マクロ経済学 1 秋学期 2
会計学入門 1 秋学期 2

簿記Ⅱ 1 秋学期 2 「簿記Ⅰ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）
ミクロ経済学 2 春学期 2 「簿記Ⅱ」は必ず履修しなければならない。（社会人学生以外）

マーケティング論 2 春学期 2

リーダーシップ論 2 春学期 2

マクロ経済学 2 秋学期 2

経営管理論 2 秋学期 2

経営組織論 3 春学期 2

経営戦略論 3 春学期 2

金融論 3 春学期 2

起業論 3 秋学期 2

ゲーム理論 3 秋学期 2

ボランティア演習Ⅰ 1 春学期 2

アドバンストクラス演習ⅠA 1 春学期 2
ボランティア演習Ⅱ 1 秋学期 2 専門教育科目の選択必修科目12単位には、

アドバンストクラス演習ⅠB 1 秋学期 2 「異文化コミュニケーション」、「文化政策論」、「まちづくり論」、

成長実感クラスⅠＡ 1 春学期 1 「観光資源論」、「健康づくりと運動プログラム」、

成長実感クラスⅠＢ 1 秋学期 1 「スポーツ栄養学」の中から1科目2単位以上を必ず
文化経済学 2 春学期 2 修得すること。

アドバンストクラス演習ⅡA 2 春学期 2 また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から
文化産業論 2 秋学期 2 選択必修科目として4科目8単位を必ず

アドバンストクラス演習ⅡB 2 秋学期 2 修得すること。

成長実感クラスⅡＡ 2 春学期 1
成長実感クラスⅡＢ 2 秋学期 1

アドバンストクラス演習ⅢA 3 春学期 2

アドバンストクラス演習ⅢB 3 秋学期 2

成長実感クラスⅢＡ 3 春学期 1
成長実感クラスⅢＢ 3 秋学期 1

韓国文化事情 1 春学期 2
欧米文化事情 1 春学期 2

越佐文化論 1 春学期 2

日本の芸術 1 春学期 2

中国文化事情 1 秋学期 2

異文化コミュニケーション 1 秋学期 2

日本の伝統芸能 1 秋学期 2

東洋の芸術 1 秋学期 2

博物館概論 1 秋学期 2

日本のマンガ・アニメーション 2 春学期 2

モンゴルの歴史と文化 2 春学期 2

西洋の芸術 2 春学期 2

博物館展示論 2 春学期 2

文化政策論 2 秋学期 2

世界文化遺産 2 秋学期 2

コンテンツ産業論 3 春学期 2

アジアのポップ・カルチャー 3 春学期 2

博物館経営論 3 春学期 2

知的財産論 3 秋学期 2

比較文化論 3 秋学期 2

アジアの文化とビジネス事情 3 秋学期 2
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（経済学部文化経済学科１）

授業科目の名称
授業を行
う年次

自
然
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科
目

経
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経
営
系
科
目
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科
学

人
文
科
学
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基
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展
開
科
目

基
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目

展
開
科
目

基
礎
科
目

基
幹
科
目

展
開
科
目



必
修

選
必

選
択

備　考

国内旅行業務[国内観光資源] 1 春学期 2
国内旅行実務[運賃・料金] 1 春学期 2
観光資源論 1 春学期 2

食文化論 1 春学期 2 専門教育科目の選択必修科目12単位には、

まちづくり論 1 秋学期 2 「異文化コミュニケーション」、「文化政策論」、「まちづくり論」、
ユニバーサルデザインと福祉 1 秋学期 2 「観光資源論」、「健康づくりと運動プログラム」、

日本の食料事情 1 秋学期 2 「スポーツ栄養学」の中から1科目2単位以上を必ず
ＳＤＧs入門 2 春学期 2 修得すること。

観光約款 2 春学期 2 また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から

旅行業法 2 春学期 2 選択必修科目として4科目8単位を必ず

旅行業務管理演習 2 春学期 2 修得すること。

福祉住環境論 2 春学期 2

アグリビジネス論 2 春学期 2
非営利組織論 2 秋学期 2
地域振興と観光 2 春学期 2
児童福祉[子ども食堂] 2 秋学期 2

食環境づくり論 2 秋学期 2
地方活性化と地域通貨 3 春学期 2

地方財政論 3 春学期 2

インバウンド・ツーリズム論 3 春学期 2
福祉ボランティア 3 春学期 2
グリーンツーリズム演習 3 春学期 2
地域社会論 3 秋学期 2

地域政策 3 秋学期 2

地域経済学 3 秋学期 2

環境経済学 3 秋学期 2
体力測定と評価 1 春学期 2

健康づくりと運動プログラム 1 秋学期 2

スポーツ心理学 1 秋学期 2

スポーツ栄養学 1 秋学期 2

からだの構造 1 秋学期 2

スポーツコーチング論 1 秋学期 2

リズム運動実習 2 春学期 1

ウォーキング・ジョギング実習 2 春学期 1
スポーツコーチング実践Ⅰ 2 春学期 2
スポーツバイオメカニクス 2 春学期 2
筋力トレーニング演習 2 春学期 2

運動生理学 2 春学期 2
スポーツボランティア 2 春学期 2

コンディショニング論 2 春学期 2

アクアビクス・水泳演習 2 秋学期 2
スポーツ医学 2 秋学期 2
スポーツコーチング実践Ⅱ 2 秋学期 2
子どものスポーツ 2 秋学期 2
スポーツ行政論 2 秋学期 2

健康経営論 3 春学期 2

スポーツマネジメント 3 春学期 2
健康運動実践指導 3 春学期 2

救急蘇生演習 3 秋学期 2
アシスタントマネージャー 3 春学期 2
健康づくりボランティア 3 秋学期 2

地域理解ゼミナールⅠ １ 春学期 2

地域理解ゼミナールⅡ 1 秋学期 2

地域理解ゼミナールⅢ 2 春学期 2

専門ゼミナールⅠ 3 春学期 2 卒業に必要な専門科目単位数68（但し、社会人学生は62）単位

専門ゼミナールⅡ 3 秋学期 2 （内、必修科目は24単位。選択必修科目は、社会人学生が8単位、

専門ゼミナールⅢ 4 春学期 2 社会人学生以外が10単位。）。

専門ゼミナールⅣ 4 秋学期 2 卒業に必要な最低修得単位数は124単位。
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科
目



必
修

選
必

選
択

基礎ゼミナールⅠ １ 2

基礎ゼミナールⅡ １ 2

基礎ゼミナールⅢ ２ 2

基礎ゼミナールⅣ ２ 2

生活数学Ⅰ １ 2

生活数学Ⅱ １ 2

パソコン演習Ⅰ １ 2 「パソコン演習Ⅰ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

パソコン演習Ⅱ １ 2 「パソコン演習Ⅱ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

パソコン演習Ⅲ ２ 2

パソコン演習Ⅳ ２ 2

英語表現A １ 2 外国語科目は、母語は履修できない。

英語表現B １ 2

英語講読A １ 2

英語講読B １ 2

英会話A ２ 2

英会話B ２ 2

英語演習A ３・４ 2

英語演習B ３・４ 2

基礎中国語A １ 2

基礎中国語B １ 2

基礎中国語会話A １ 2

基礎中国語会話B １ 2

中国語会話A ２ 2

中国語会話B ２ 2

中国語演習A ３・４ 2

中国語演習B ３・４ 2

基礎韓国語A １ 2

基礎韓国語B １ 2

基礎韓国語会話A １ 2

基礎韓国語会話B １ 2

韓国語会話A ２ 2

韓国語会話B ２ 2

韓国語演習A ３・４ 2

韓国語演習B ３・４ 2

日本語ⅠA １ 4 日本語の必修科目は、外国人留学生のみ対象とする必修科目である。

日本語ⅠB １ 4

日本語ⅠC １ 4

日本語ⅡA １ 4

日本語ⅡB １ 4

日本語ⅢA ２ 4

日本語ⅢB ２ 4

日本語演習A ２ 4

日本語演習B ２ 4

日本語通訳 ３・４ 2

日本語文章表現 ３・４ 2

キャリアデザインⅠ １ 2 「キャリアデザインⅠ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

キャリアデザインⅡ ２ 2 「キャリアデザインⅡ」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

キャリアデザインⅢ ３・４ 2

キャリアデザイン演習Ⅰ １ 2

キャリアデザイン演習Ⅱ ２ 2

キャリアデザイン演習Ⅲ ３・４ 2

ボランティア演習 １ 2

ヘルスサイエンス ２ 2

インターンシップ ３・４ 2

大学生活と危機管理 １ 2

別表（一）（第11条関係）　　　　　　　　　授　業　科　目　及　び　単　位　数

（４）経済学部文化経済学科2 <2020年度（令和2年度）～2024年度（令和6年度）入学者対象>

表
現
力

養
成
科
目

授業科目の名称
授業を行
う年次

単位数

備　考

授
業
科
目
の
概
要

基
本
教
育
科
目

基
礎
科
目

学
習
力

養
成
科
目

思
考
力

養
成
科
目

日本人学生は、日本語以外の同一外国語の中から最低4科目8単位を修得
しなければならない。

人
間
力
・
社
会
力

養
成
科
目

卒業に必要な基礎科目（表現力養成科目除く）単位数16（但し、社会人学
生は0）単位（内、必修科目は8単位）。
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必
修

選
必

選
択

哲学 １ 2

倫理学 １ 2

心理学 １ 2

自然科学概論 １ 2

教養演習A １ 2

教養演習B １ 2

教養演習C １ 2

教養演習D １ 2
人文地理学Ⅰ １ 2

人文地理学Ⅱ １ 2

地誌 １ 2

政治学 １ 2

法学 １ 2

スポーツ実習A １ 1

スポーツ実習B １ 1

スポーツ実習C １ 1

文学 １ 2

日本文化論 １ 2

日本語概論 １ 2

日本国憲法 １ 2

社会学 １ 2

自然地理学Ⅰ １ 2

自然地理学Ⅱ １ 2

男女共同参画社会論 １ 2

生涯学習概論 １ 2

環境科学 １ 2

観光約款 1 2

旅行業法 1 2

国内旅行実務「国内観光資源」 1 2

国内旅行業実務「運賃・料金」 1 2

旅行業務管理演習 1 2

異文化コミュニケーション １ 2

言語学 １ 2

世界史概論 １ 2

西洋史 １ 2

東洋史 １ 2 2023年度以前入学者適用（2024年度以降入学者は、「東アジア理解講座」を適用）

東アジア理解講座「歴史・文明・自然・環境」 1 2 2024年度以降入学者適用（2023年度以前入学者は、「東洋史」を適用）

比較文化論 １・２ 2

越佐文化論 １・２ 2

日本の芸術 １・２ 2

東洋の芸術 １・２ 2

西洋の芸術 １・２ 2

日本の伝統芸能 １・２ 2

中国文化事情 １・２ 2

韓国文化事情 １・２ 2

欧米文化事情 １・２ 2

日本史Ⅰ １・２ 2

日本史Ⅱ １・２ 2

基礎ミクロ経済学 １ 2 「基礎ミクロ経済学」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

基礎マクロ経済学 １ 2 「基礎マクロ経済学」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

基礎経営学 １ 2 「基礎経営学」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

基礎会計学 １ 2

簿記Ⅰ １ 2

簿記Ⅱ １ 2

簿記演習Ⅰ １ 2

ミクロ経済学Ⅰ ２ 2

ミクロ経済学Ⅱ ２ 2

マクロ経済学Ⅰ ２ 2

マクロ経済学Ⅱ ２ 2

経営管理論 ２ 2

リーダーシップ論 ２ 2

流通システム論 ２ 2

経営情報論 ２ 2

（経済学部文化経済学科１）

授
業
科
目
の
概
要

授業科目の名称
授業を行
う年次

単位数

備　考

基
本
教
育
科
目

教
養
科
目

人
間

理
解
科
目

専
門
教
育
科
目

日
本
・
国
際
文
化
理
解
科
目

経
済
学
経
営
学
系
科
目

基
幹
科
目

基
礎
科
目

卒業に必要な教養科目及び表現力養成科目の合計修得単位数26単位。

社
会

理
解
科
目

国
際

理
解
科
目
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（経済学部文化経済学科１）

必
修

選
必

選
択

経済史Ⅰ ２ 2
経済史Ⅱ ２ 2
簿記演習Ⅱ ２ 2
公共経済学 ３・４ 2
環境経済学 ３・４ 2
地域経済学 ３・４ 2
農業経済学 ３・４ 2
アジア経済論 ３・４ 2
日本経済論 ３・４ 2
地域産業論 ３・４ 2
経営組織論 ３・４ 2
経営戦略論 ３・４ 2

起業論 ３・４ 2

経済学史 ３・４ 2

基礎文化論 １ 2 「基礎文化論」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

博物館概論 １ 2

観光資源論 １ 2
日本文化経済視察研修 １ 2
外国文化経済視察研修 １ 2
まちづくり基礎 １ 2
食文化論 １ 2
文化経済学Ⅰ １ 2

文化経済学Ⅱ ２ 2
文化産業論 ２ 2 「文化産業論」は必ず履修しなければならない。(社会人学生以外)

地域社会学 ２ 2
観光学 ２ 2
博物館展示論 ２ 2
社会調査法 ２ 2
現代農業論 ２ 2
文化経済学Ⅲ ３・４ 2
知的財産論 ３・４ 2
コンテンツ産業論 ３・４ 2
服飾産業論 ３・４ 2
スポーツ産業論 ３・４ 2
フードビジネス論 ３・４ 2

アグリビジネス論 ３・４ 2

メセナ・フィランスロピ―論 ３・４ 2

非営利組織論 ３・４ 2

博物館経営論 ３・４ 2

観光経営論 ３・４ 2

地方行政論 ３・４ 2

地方財政論 ３・４ 2

グリーンツーリズム演習 ３・４ 2

情報処理概論 １ 2

民法Ⅰ ２ 2

民法Ⅱ ２ 2

会社法Ⅰ ２ 2

会社法Ⅱ ２ 2

福祉住環境論 ２ 2

情報処理演習Ⅰ ２ 2

情報処理演習Ⅱ ３・４ 2

ビジネス法務Ⅰ ３・４ 2

ビジネス法務Ⅱ ３・４ 2

地域理解ゼミナールⅠ １ 2

地域理解ゼミナールⅡ １ 2

地域理解ゼミナールⅢ ２ 2

地域理解ゼミナールⅣ ２ 2

ゼミナールⅠ ３ 2

ゼミナールⅡ ３ 2

ゼミナールⅢ ４ 2

ゼミナールⅣ ４ 2
卒業に必要な最低修得単位数は124単位。

経
済
学
経
営
学
系
科
目

展
開
科
目

基
幹
科
目

文
化
経
済
学
系
科
目

展
開
科
目

基
幹
科
目

基
礎
科
目
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授
業
科
目
の
概
要

授業科目の名称
授業を行
う年次

単位数

備　考

専
門
教
育
科
目

「基礎ミクロ経済学」、「基礎マクロ経済学」、「基礎経営学」、「基礎文化論」、
「文化産業論」の中から、2単位を修得しなければならない。(社会人学生以
外。また、社会人学生以外は、これが3年次進級要件の一つでもある。)

展開科目から４科目８単位を修得しなければならない。（２０２２年度入学者よ
り適用）

専
門
ゼ
ミ
ナ
ー

ル
科
目

卒業に必要な専門科目単位数68（但し、社会人学生は62）単位（内、必修
科目は20単位。社会人学生以外の学生の選択必修科目は2単位。）。

関
連
科
目
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（５）学芸員課程に関する開設科目

授業科目名 授業を行う年次 単位数

生涯学習概論 1～3年次 2

博物館概論 1～2年次 2

博物館経営論 3年次 2

博物館資料論 1～3年次 2

博物館資料保存論 2～3年次 2

博物館展示論 2～3年次 2

博物館教育論 1～3年次 2

博物館実習 3～4年次 3

博物館情報・メディア論 1～3年次 2

　　別表（一）（第11条関係）　　　授　業　科　目　及　び　単　位　数
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別表（二）（第13条関係）    卒 業 要 件 科 目 及 び単 位 一 覧 

 

（１）経済学部経済経営学科１ ２０２５年度（令和７年度）以降入学者用【一般学生用】 

科目区分 選択・必修 必要最低単位 

基
本
教
育
科
目 

基礎科目 
必修科目 ８単位 

 ２０単位 
選択科目 １２単位 

教
養
科
目 

表現基礎力・外国語 

（同一外国語から） 
選択科目 

４単位 

（注２） １６単位 
上記以外 選択科目 １２単位 

専門教育科目 

必修科目 ２４単位 

６８単位 
選択必修科目 

１０単位 

（注１） 

選択必修科目 

・選択科目 
３４単位 

各科目区分の必要最低単位を超過 

して修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
２０単位（注３） 

卒業必要最低単位 １２４単位（注４） 

（注１）専門教育科目の選択必修科目 10単位には、「経済分析と数学」、「日本経済史」、「経営管理論」、「マ

ーケティング論」、「会計学入門」、「銀行・証券・保険論」の中から 1  科目 2単位以上を必ず

修得すること。 

    また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から選択必修科目として４科目 8単位を必ず修

得すること。 

（注２）英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の 2科目4単位を必ず修得すること。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低限とこれを超えて修得した単位の合計が 124単位以上となることを、卒業

要件とする。 
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（１-２）経済学部経済経営学科１ ２０２５年度（令和７年度）以降入学者用【留学生用】 

科目区分 選択・必修 必要最低単位 

基
本
教
育
科
目 

基礎科目 
必修科目 ８単位 

 ２０単位 
選択科目 １２単位 

教
養
科
目 

表現基礎力・外国語 
必修科目 

（日本語） 

２０単位 

（注２） ２６単位 
上記以外 選択科目 ６単位 

専門教育科目 

必修科目 ２４単位 

６８単位 
選択必修科目 

１０単位 

（注１） 

選択必修科目 

・選択科目 

３４単位 

（注４） 

各科目区分の必要最低単位を超過 

して修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１０単位（注３） 

卒業必要最低単位 １２４単位（注５） 

（注１）専門教育科目の選択必修科目 10単位には、「経済分析と数学」、「日本経済史」、「経営管理論」、「マ

ーケティング論」、「会計学入門」、「銀行・証券・保険論」の中から 1  科目 2単位以上を必ず

修得すること。 

    また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から選択必修科目として４科目 8単位を必ず修

得すること。 

（注２）「日本語ⅠA」、「日本語ⅠB」、「日本語ⅠC」、「日本語ⅡA」、「日本語ⅡB」の５科目２０単位を必ず

修得すること。母語以外の表現基礎力・外国語は、選択科目として履修することができる。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低限とこれを超えて修得した単位の合計が 124単位以上となることを、卒業

要件とする。 
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（２）経済学部経済経営学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【一般学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基 

本 

教 

育 

科 

目 

基

礎

科 

目 

基礎科目 

(表現力養成科目除く) 

必修科目 ８単位 
１６単位 

選択科目 ８単位 

表現力養成科目 選択科目 
８単位 

（注２ 同一外国語から） 

 

 

 

２６単位 
教養科目 選択科目 

 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６８単位 
選択必修科目 

（注１） 

  １４単位 

選択必修科目 

・選択科目 
   ３４単位 

（注３）各科目区分の必要最低単位を超

えて修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１４単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注４）   １２４単位 

（注１）選択必修科目の「基礎経営学」、「基礎会計学」、「会計学」、「計量経済分析基礎」、「地域振興論」、 

「経済史Ⅰ」の中から１科目２単位以上を必ず修得すること。 

   また、選択必修科目の「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」または「マクロ経済学Ⅰ」と 

「マクロ経済学Ⅱ」の組み合わせで２科目４単位以上を必ず修得すること。 

さらに、次の２通りのどちらかの８単位を修得すること。 

１.「財政学」、「金融論」、「統計データ分析演習」、「環境経済学」、「労働経済学」、「企業経済学」

「産業組織論」、「資源経済論」、「国際経済論」の中から４単位。「経済学史」、「計量経済学

Ⅰ」、「計量経済学Ⅱ」、「公共経済学」、「国際貿易論」、「ゲーム理論」、「経済成長論」、「国際

金融    論」、「日本経済論」の中から４単位、又は「地域経済学」、「開発経済学」、「農

業経済学」、「地方財政論」、「地方行政論」、「社会保障論」、「アジア経済論」、「地域産業論」

の中から４単位。 

２．「起業論」、「国際経営論」、「貿易実務」、「経営品質」、「人的資源管理論」、「知的財産論」、「ビジ

ネス法務Ⅰ」、「ビジネス法務Ⅱ」、「情報処理演習Ⅱ」、「マーケティング調査」、「意思決定論」

の中から４単位。「経営戦略論」、「経営組織論」、「組織行動論」、「商品開発論」、「管理会計論」、

「企業経済学」、「環境経済学」、「ゲーム理論」、「オペレーションズ・リサーチ」、「経営分析論」、

「消費者行動論」の中から４単位、又は「財務諸表論」、「原価計算論Ⅰ」、「原価計算論Ⅱ」、「管

理会計論」、「金融論」、「会計監査論」、「税務会計論」、「ファイナンシャル・プランニング」、「経

営分析論」の中から４単位。 

なお、１４単位を超えて修得した単位も専門科目の単位に算入する。 

（注２）英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の４科目８単位を必ず修得すること。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを卒業

要件とする。 
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（２－２）経済学部経済経営学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【留学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基

本

教

育

科

目 

基

礎

科

目 

基礎科目 

(表現力養成科目除く) 

必修科目 ８単位 
１６単位 

選択科目 ８単位 

（注２） 

表現力養成科目 

必修科目 

（日本語） 
２０単位 

 

 

 

２６単位 

選択科目 

（母語以外） 

 

教養科目 選択科目 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６８単位 
選択必修科目 

（注１）   

１４単位 

選択必修科目 

・選択科目 
３４単位 

（注３）各科目区分の必要最低単位を超え

て修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１４単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注４）   １２４単位 

（注１）選択必修科目の「基礎経営学」、「基礎会計学」、「会計学」、「計量経済分析基礎」、「地域振興論」、「経

済史Ⅰ」の中から１科目２単位以上を必ず修得すること。 

また、選択必修科目の「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」または「マクロ経済学Ⅰ」と「マ

クロ経済学Ⅱ」の組み合わせで２科目４単位以上を必ず修得すること。 

さらに、次の２通りのどちらかの８単位を修得すること。 

１.「財政学」、「金融論」、「統計データ分析演習」、「環境経済学」、「労働経済学」、「企業経済学」、

「産業組織論」、「資源経済論」、「国際経済論」の中から４単位。「経済学史」、「計量経済学

Ⅰ」、「計量経済学Ⅱ」、「公共経済学」、「国際貿易論」、「ゲーム理論」、「経済成長論」、「国際

金融論」、「日本経済論」の中から４単位、又は「地域経済学」、「開発経済学」、「農業経済学」、

「地方財政論」、「地方行政論」、「社会保障論」、「アジア経済論」、「地域産業論」の中から４

単位。 

２．「起業論」、「国際経営論」、「貿易実務」、「経営品質」、「人的資源管理論」、「知的財産論」、「ビ

ジネス法務Ⅰ」、「ビジネス法務Ⅱ」、「情報処理演習Ⅱ」、「マーケティング調査」、「意思決定

論」の中から４単位。「経営戦略論」、「経営組織論」、「組織行動論」、「商品開発論」、「管理会

計論」、「企業経済学」、「環境経済学」、「ゲーム理論」、「オペレーションズ・リサーチ」、「経

営分析論」、「消費者行動論」の中から４単位、又は「財務諸表論」、「原価計算論Ⅰ」、「原価

計算論Ⅱ」、「管理会計論」、「金融論」、「会計監査論」、「税務会計論」、「ファイナンシャル・

プランニング」、「経営分析論」の中から４単位。 

なお、１４単位を超えて修得した単位も専門科目の単位に算入する。 

（注２）表現力養成科目の「日本語ⅠＡ」、「日本語ⅠＢ」、「日本語ⅠＣ」、「日本語ⅡＡ」、「日本語ⅡＢ」

の５科目２０単位を必ず修得すること。母語以外の表現力養成科目は選択科目として履修するこ

とができる。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを卒

業要件とする。 
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（２－３）経済学部経済経営学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【社会人学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基 

本 

教 

育 

科 

目 

基

礎 

科 

目 

基礎科目 

(表現力養成科目除く) 
選択科目 

０単位 

（必要に応じて修得） 

表現力養成科目 選択科目 
８単位 

（注２ 同一外国語から） 

 

 

 

２６単位 
教養科目 選択科目 

 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６２単位 
選択必修科目 

（注１） 

  １２単位 

選択必修科目 

・選択科目 
   ３０単位 

（注３）各科目区分の必要最低単位を超

えて修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
３６単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注４）   １２４単位 

（注１）選択必修科目の「ミクロ経済学Ⅰ」と「ミクロ経済学Ⅱ」または「マクロ経済学Ⅰ」と「マクロ経

済学Ⅱ」の組み合わせで２科目４単位以上を必ず修得すること。 

また、次の２通りのどちらかの８単位を修得すること。 

１.「財政学」、「金融論」、「統計データ分析演習」、「環境経済学」、「労働経済学」、「企業経済学」、

「産業組織論」、「資源経済論」、「国際経済論」の中から４単位。「経済学史」、「計量経済学Ⅰ」、

「計量経済学Ⅱ」、「公共経済学」、「国際貿易論」、「ゲーム理論」、「経済成長論」、「国際金融論」、

「日本経済論」の中から４単位、又は「地域経済学」、「開発経済学」、「農業経済学」、「地方財   

政論」、「地方行政論」、「社会保障論」、「アジア経済論」、「地域産業論」の中から４単位。 

２．「起業論」、「国際経営論」、「貿易実務」、「経営品質」、「人的資源管理論」、「知的財産論」、「ビ

ジネス法務Ⅰ」、「ビジネス法務Ⅱ」、「情報処理演習Ⅱ」、「マーケティング調査」、「意思決定

論」の中から４単位。「経営戦略論」、「経営組織論」、「組織行動論」、「商品開発論」、「管理会

計論」、「企業経済学」、「環境経済学」、「ゲーム理論」、「オペレーションズ・リサーチ」、「経

営分析論」、「消費者行動論」の中から４単位、又は「財務諸表論」、「原価計算論Ⅰ」、「原価

計算論Ⅱ」、「管理会計論」、「金融論」、「会計監査論」、「税務会計論」、「ファイナンシャル・

プランニング」、「経営分析論」の中から４単位。 

なお、１２単位を超えて修得した単位も専門科目の単位に算入する。 

（注２）英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の４科目８単位を必ず修得すること。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを卒

業要件とする。 
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（３）経済学部文化経済学科１ ２０２５年度（令和７年度）以降入学者用【一般学生用】 

科目区分 選択・必修 必要最低単位 

基
本
教
育
科
目 

基礎科目 
必修科目 ８単位 

 ２０単位 
選択科目 １２単位 

教
養
科
目 

表現基礎力・外国語 

（同一外国語から） 
選択科目 

４単位 

（注２） １６単位 
上記以外 選択科目 １２単位 

専門教育科目 

必修科目 ２４単位 

６８単位 
選択必修科目 

１０単位 

（注１） 

選択必修科目 

・選択科目 
３４単位 

各科目区分の必要最低単位を超過 

して修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
２０単位（注３） 

卒業必要最低単位 １２４単位（注４） 

（注１）専門教育科目の選択必修科目 12単位には、「異文化コミュニケーション」、 

「文化政策論」、「まちづくり論」、「観光資源論」、「健康づくりと運動プログラム」、 

「スポーツ栄養学」の中から 1科目2単位以上を必ず修得すること。 

    また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から選択必修科目として４科目 8単位を必ず修

得すること。 

（注２）英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の 2科目4単位を必ず修得すること。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低限とこれを超えて修得した単位の合計が 124単位以上となることを、卒業

要件とする。 
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（３-２）経済学部文化経済学科１ ２０２５年度（令和７年度）以降入学者用【留学生用】 

科目区分 選択・必修 必要最低単位 

基
本
教
育
科
目 

基礎科目 
必修科目 ８単位 

 ２０単位 
選択科目 １２単位 

教
養
科
目 

表現基礎力・外国語 

（同一外国語から） 
選択科目 

２０単位 

（注２） ２６単位 
上記以外 選択科目 ６単位 

専門教育科目 

必修科目 ２４単位 

６８単位 
選択必修科目 

１０単位 

（注１） 

選択必修科目 

・選択科目 
３４単位 

各科目区分の必要最低単位を超過 

して修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１０単位（注３） 

卒業必要最低単位 １２４単位（注４） 

（注１）専門教育科目の選択必修科目 10単位には、「異文化コミュニケーション」、 

「文化政策論」、「まちづくり論」、「観光資源論」、「健康づくりと運動プログラム」、 

「スポーツ栄養学」の中から 1科目2単位以上を必ず修得すること。 

    また、3・4年次に選択したコースの展開科目の中から選択必修科目として４科目 8単位を必ず修

得すること。 

（注２）「日本語ⅠA」、「日本語ⅠB」、「日本語ⅠC」、「日本語ⅡA」、「日本語ⅡB」の５科目２０単位を必ず

修得すること。母語以外の表現基礎力・外国語は、選択科目として履修することができる。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）各科目区分の必要最低限とこれを超えて修得した単位の合計が 124単位以上となることを、卒業

要件とする。 
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（４）経済学部文化経済学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【一般学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基 

本 

教 

育 

科 

目 

基

礎 

科 

目 

基礎科目 

(表現力養成科目除く) 

必修科目 ８単位 
１６単位 

選択科目 ８単位 

表現力養成科目 選択科目 
８単位 

（注２ 同一外国語から） 

 

 

 

２６単位 
教養科目 選択科目 

 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６８単位 
選択必修科目 

（注１） 

  ２単位 

選択必修科目 

・選択科目 

（注４） 

４６単位 

（注３）各科目区分の必要最低単位を超

えて修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１４単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注５）      １２４単位 

（注１）専門教育科目における選択必修科目の「基礎ミクロ経済学」、「基礎マクロ経済学」、「基礎経営学」、

「基礎文化論」、「文化産業論」の中から１科目２単位を必ず修得すること。２単位を超えて修得

した単位は、専門教育科目における選択科目の単位に算入する。 

（注２）英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の４科目を選択し必ず修得すること。 

（注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注４）２０２２年度以降入学者は、専門教育科目の展開科目から４科目８単位を選択し必ず修得するこ

と。 

（注５）各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを卒

業要件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142－19 



（４－２）経済学部文化経済学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【留学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基

本

教

育

科

目 

基

礎

科

目 

基礎科目 

(表現力養成科目除く) 

必修科目 ８単位 
１６単位 

選択科目 ８単位 

（注２） 

表現力養成科目 

必修科目 

（日本語） 
２０単位 

 

 

２６単位 

選択科目 

（母語以外） 

 

教養科目 選択科目 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６８単位 
選択必修科目 

（注１）   

２単位 

選択必修科目 

・選択科目 

（注４） 

４６単位 

（注３）各科目区分の必要最低単位を超え

て修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
１４単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注５）    １２４単位 

（注１）専門教育科目における選択必修科目の「基礎ミクロ経済学」、「基礎マクロ経済学」、「基礎経営学」、

「基礎文化論」、「文化産業論」の中から１科目２単位を必ず修得すること。２単位を超えて修得

した単位は、専門教育科目における選択科目の単位に算入する。 

（注２）表現力養成科目の「日本語ⅠＡ」、「日本語ⅠＢ」、「日本語ⅠＣ」、「日本語ⅡＡ」、「日本語ⅡＢ」

の５科目２０単位を必ず修得すること。母語以外の表現力養成科目は選択科目として履修するこ

とができる。 

 （注３）他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

 （注４）２０２２年度以降入学者は、専門教育科目の展開科目から４科目８単位を選択し必ず修得する 

こと。 

 （注５）各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを卒

業要件とする。 
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（４－３）経済学部文化経済学科２＜２０２０年度（令和２年度）～２０２４年度（令和６年度） 

入学者用＞【社会人学生用】 

科目区分 選択・必修の別 必要最低単位 

基 

本 

教 

育 

科 

目 

基

礎 

科 

目 

基礎科目 
必修科目 

・選択科目 

０単位 

（必要に応じて修得） 

表現力養成科目 選択科目 
８単位 

（注１ 同一外国語から） 

 

 

 

２６単位 
教養科目 選択科目 

 

専門教育科目 

必修科目 ２０単位 

６２単位 
選択必修科目 

・選択科目 

（注３） 

４２単位 

（注２）各科目区分の必要最低単位を超

えて修得した単位 

選択必修科目 

・選択科目 
３６単位 

卒業に最低限必要な単位数の合計 （注４）   １２４単位 

（注１） 英語、中国語、韓国語の中から、同一外国語の４科目を選択し必ず修得すること。 

（注２） 他学科科目、他大学単位互換科目を含む。 

（注３） ２０２２年度以降入学者は、専門教育科目の展開科目から４科目８単位を選択し必ず修得する

こと。 

（注４） 各科目区分の必要最低単位とこれを超えて修得した単位の合計が１２４単位以上となることを

卒業要件とする。 
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別 表（三）（第 41 条関係） 学 納 金 及 び入 学 検 定 料 

 

（１）経済学部   

学 納 金 等 の 種 類 金   額 備 考 

授 業 料 ６６０，０００円  年額 

施 設 設 備 資 金 １７０，０００円  同上 

教 育 充 実 費 １７０，０００円  同上 

入 学 金 ２１０，０００円   

 備考：本表は、令和７年度以前入学者に適用する。  

なお、在学年数が４年を超えた者は、施設設備資金及び教育充実費を  

    免除する。ただし、２年次編入者は在学年数が３年を超えた場合、又  

    ３年次編入者は在学年数が２年を超えた場合、施設設備資金及び教育  

充実費を免除する。  

 

 

学 納 金 等 の 種 類 金   額 備 考 

授 業 料 ７００，０００円  年額 

施 設 設 備 資 金 １７０，０００円  同上 

教 育 充 実 費 １７０，０００円  同上 

入 学 金 ２１０，０００円   

 備考：本表は、令和８年度以降入学者に適用する。  

なお、在学年数が４年を超えた者は、施設設備資金及び教育充実費を  

    免除する。ただし、２年次編入者は在学年数が３年を超えた場合、又  

    ３年次編入者は在学年数が２年を超えた場合、施設設備資金及び教育  

充実費を免除する。  

 

 

入 学 検 定 料 金   額 備 考 

推薦型選抜、総合型選抜、一般選抜   ３０，０００円   

一般選抜（前期・後期）で２学科併願   ４０，０００円   

大学入学共通テスト利用選抜   １０，０００円   

大学入学共通テスト利用選抜で  

２学科併願  
 ２０，０００円   

帰 国 生 ・ 社 会 人   ３０，０００円   

 備考：本表は、令和３年度入学試験以降の受験者に適用する。  
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（２）長期履修学生 

学 納 金 等 の 種 類 金   額 備 考 

授 業 料 22,000 円×履修登録単位数  年額 

施 設 設 備 資 金 １７０，０００円  同上 

教 育 充 実 費 １７０，０００円  同上 

入 学 金 ２１０，０００円   

備考：本表は、令和７年度以前入学者に適用する。  

施設設備資金及び教育充実費は、予定在学年数により均等割りした  

額とする。なお、予定在学年数を超えた者は、施設設備資金及び教育  

充実費を免除する。  

 

 

学 納 金 等 の 種 類 金   額 備 考 

授 業 料 23,000 円×履修登録単位数  年額 

施 設 設 備 資 金 １７０，０００円  同上 

教 育 充 実 費 １７０，０００円  同上 

入 学 金 ２１０，０００円   

備考：本表は、令和８年度以降入学者に適用する。  

施設設備資金及び教育充実費は、予定在学年数により均等割りした  

額とする。なお、予定在学年数を超えた者は、施設設備資金及び教育  

充実費を免除する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142-23 


